
第５９回旭川市体操競技・新体操選手権大会 

兼 令和６年度北海道高等学校体育連盟旭川支部体操競技・新体操秋季大会 

兼 第２７回北海道ジュニア地区体操交流大会  開催要項 

 

１．主  催   旭川体操協会 

２．共  催   北海道高等学校体育連盟旭川支部体操専門部 

３．後  援   旭川市・旭川市教育委員会 

４．会  場   旭川市総合体育館（旭川市花咲町５丁目 ℡５４－５４１１） 

５．期  日   令和６年９月２８日（土）・２９日(日) 

           ９月２８日（土）   １８：００～２１：００  器具セット 

                 

           ９月２９日（日）    ８：００～ ９：３０  公式練習 

                       ９：３０～ ９：４０  開始式 

                       ９：４０～１６：００  競技 

                      １６：００～       器具片付け・閉会式 

６．資  格 

  １）大会実施にあたってのガイドライン（JGA・旭川体操協会）を理解し、実践できる者とする。 

  ２）「参加承諾書」を提出した者とする。 

 

７．競技方法 

 Ａ．体操競技の部 

男子 

高校一部 ６種目の自由演技 

高校二部 ６種目の自由演技 

中学二部 ３種目の規定演技 

A クラス ６種目の自由演技 

B クラス ６種目の自由演技 

C-1 クラス ６種目の規定演技 

C-2 クラス ４種目の規定演技 

D-1 クラス ２種目(マット・跳箱)の自由演技  

D-2 クラス ２種目(マット・跳箱)の自由演技  

D-3 クラス ２種目(マット・跳箱)の自由演技  

女子 

高校一部 ４種目の自由演技 

高校二部 ４種目の自由演技 

中学二部 ３種目の規定演技 

A クラス ４種目の自由演技 

B クラス ４種目の自由演技 

C クラス ４種目の規定演技 

D-1 クラス ２種目(マット・跳箱)の自由演技  

D-2 クラス ２種目(マット・跳箱)の自由演技 

D-3 クラス ２種目(マット・跳箱)の自由演技 

 

（１）競技規則 

① 体操競技・男子 

  ア 高校一部：日本体操協会採点規則 高校適用規則による自由演技とする。 

  イ 高校二部：北海道高体連体操専門部二部規則による自由演技とする。 

  ウ 中学二部：北海道中体連中学二部規則による令和２年版自由演技とする。 

  エ A クラス：日本体操協会採点規則 中学校適用規則による自由演技とする。（全道 Jr.の A ｸﾗｽ） 

  オ B クラス：北海道ジュニア体操競技男子採点規則の男子ジュニアB クラス採点規則とする。 

         (全道 Jr.の B ｸﾗｽ） 

  カ C-1 ｸﾗｽ ：日本体操協会ジュニア規定「Level-4」および一部改定規則による規定演技とする。 

         (全道 Jr.のC-1 ｸﾗｽ） 

  キ C-2 ｸﾗｽ ：日本体操協会ジュニア規定「Level-4」（一部変更）、および一部改定規則による規定

演技とする。(全道 Jr.のC-2 ｸﾗｽ、マット、円馬、跳馬、鉄棒） 



  ク D-1 ｸﾗｽ ：２０２４年度版 D１クラス適用規則による演技とする。 

 

  ケ D-2 ｸﾗｽ ：２０２４年度版 D2 クラス適用規則による演技とする。 

 

  コ D-3 ｸﾗｽ ：２０２４年度版 D3 クラス適用規則による規定演技とする。 

 

② 体操競技・女子 

  ア 高校一部：日本体操協会採点規則 高校適用規則による自由演技とする。 

  イ 高校二部：北海道高体連体操専門部二部規則による自由演技とする。 

  ウ 中学二部：北海道中体連中学二部規則による規定演技とする。 

  エ A クラス：日本体操協会採点規則 変更規則Ⅰによる自由演技とする。（全道 Jr. の A ｸﾗｽ） 

  オ B クラス：北海道ジュニア採点規則 B クラス（日本体操協会採点規則・変更Ⅰ・一部変更）に

よる自由演技とする。（全道 Jr.のB ｸﾗｽ、跳馬、段違い平行棒、平均台、床） 

  カ C クラス：北海道ジュニア採点規則 C クラスによる規定演技とする。 

（全道 Jr.のC ｸﾗｽ、跳馬、鉄棒、平均台、床） 

  キ D-1 ｸﾗｽ ：旭川市民大会 D-1 クラス２種目の部採点規則による自由演技とし、跳び箱について

は高さ５段の縦とする（長さ１ｍの跳び箱使用）。 

  ク D-2 ｸﾗｽ ：旭川市民大会 D-2 クラス２種目の部採点規則による自由演技とし、跳び箱について

は高さ４段・５段の横とする（長さ１ｍの跳び箱使用）。 

  コ D-3 ｸﾗｽ ：旭川市民大会 D-3 クラス２種目の部採点規則による。マットは自由演技。跳び箱に

ついては開脚跳びのみとし、高さおよび縦・横は自由とする（長さ 80cｍの跳び箱

使用）。 

 

（２）チーム編成・選手権・参加制限 

   ① A クラス（高校は該当しない）は個人及び団体選手権とし、個人は参加制限しない。 

   ② その他のクラスは個人選手権のみとし、参加制限はしない。 

   ③ 体操競技男女D1・D2 クラスに中学生の参加を認めるがオープン参加とする。 

 

 

 Ｂ．新体操の部 

（１）種別・種目 

   ① 高校男子の部   団体及び個人選手権（２種目） 

   ② 高校女子の部   団体及び個人選手権 

              個人一部は２種目、二部は１種目を選択する。 

   ③ ジュニアの部   団体及び個人選手権 

・週１コース団体の部（５人以上９人以下。４人以下はオープン参加） 

・選手コース団体の部 

・選手コース２種目の部 

・選手コース１種目中学の部 

・選手コース１種目小学Ⅰ部 

・選手コース１種目小学Ⅱ部高学年 

・選手コース 1 種目小学Ⅱ部低学年 

 

８．表  彰 

（１）団体・個人の１～６位に賞状を授与する。 

（２）各種別個人１位には優勝盾を授与する。 

（３）体操競技男女 D-3 クラスの１～５位には優秀賞としてメダルを授与する。（参加人数により増あり） 

（４）各種別、団体優勝チームのメンバーにメダルを授与する。 

（５）オープン参加については該当の種別の参加者数(団体は参加チーム数)が６名(６チーム)いないの場合、

賞状を授与する。 

 

 

 

９．参加申込 



  １）所定の申込用紙に記入し、期限までに下記申込先までメールまたは郵送すること。 

  ２）申込み締切期日  令和６年９月５日（木） 

３）申込先      旭川体操協会競技部  海野 輝人 

        070-0815 旭川市川端町 5 条 9 丁目 1₋8 旭川西高等学校 

                          携帯番号 ０９０－９５２８－５０１６ 

                            E-mail  teruto@hokkaido-c.ed.jp 

  ４）参加料  高校生２，５００円、小・中学生２，０００円（それぞれ２００円の傷害保険料を含

む）は参加申し込み締め切り期日までに下記口座に納入すること。 

５）旭川の中学生以下の選手において、今年度旭川体操協会選手加盟金５００円を未納の場合は大会

申し込み締め切り期日までに下記口座に納入すること。 

 

【振込先】    旭川信用金庫 近文支店（０１４） 口座番号 ０４６６８０９   

旭川体操協会 事務局  菅戸 秀俊 

                               

 

10．ゼッケン  下記の番号内で男子は黒、女子は赤でゼッケンを用意してください。 

＜体操競技・小中＞ 

TAG          81～100 

東光Ｊｒ     101～120 

 小樽Ｊｒ   181～200 

 あさひかわ体操クラブ 

         1～40 

 キッズ    41～60 

忠 和    61～80 

 

＜高等学校＞ 

旭商業    21～30 

旭川西    11～20 

小 樽    61～70 

 

＊ゼッケンの大きさ 

１０×１３ｃｍ 

＜新体操ジュニア＞ 

旭川Ｊｒ   1～40 

永 山    41～80 

  

 ＊新体操はゼッケン不要 

上記の範囲内で選手番号 

として申込書に記入 

 

 ※体操競技の演技順は全てのクラス及び種目において、上記のとおりクラブごと、上から順に実施する。 

 

11．その他 

（１）「参加承諾書」は大会参加申し込みまでに作成し、各クラブで保管すること。なお、参加申込書

の「参加承諾書」の欄に提出の有無を記載すること。 

（２）高校秋季大会は「高体連主催大会参加者災害補償制度」が適用される。 

  （３）新体操個人の部に出場する選手は、日本体操協会の個人申告書 DB、DA を２枚ずつ演技順、

選手名、種目を記入し大会当日提出すること。 

  （４）手洗い後に手を拭くマイタオル等を必ず持参すること。 

  （５）アリーナの窓および入り口は原則試合に支障のないときは常時開けておくこと。 

  （６）参加者は飲食物を手にする前に、手洗い、手指消毒を行うこと。 

  （７）ゴミは全て持ち帰ること。 

（８）各クラブ指導者は上記の項目について選手・保護者へ周知を徹底すること。 

  （９）器具の設営・撤去に人手が必要となります。各クラブ指導者、保護者のご協力よろしくお願い  

    します。 

 

 

 


